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町
で
は
、
清
潔
で
快
適
な
暮
ら
し
の
推

進
と
環
境
整
備
の
た
め
、
公
共
下
水
道
事

業
を
計
画
的
に
行
い
、
す
で
に
東
部
・
植

大
・
高
根
台
・
椋
岡
・
阿
久
比
・
卯
之
山
・

坂
部
・
白
沢
南
・
白
沢
北
処
理
分
区
で
供

用
開
始
を
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
十
九
年
度
か
ら
新
た
に
、
白
沢
西

処
理
分
区
が
供
用
開
始
と
な
り
ま
し
た
。

　

供
用
開
始
区
域
の
皆
さ
ん
に
は
、
公
共

下
水
道
事
業
に
対
し
理
解
と
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
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下
水
道
事
業
推
進
の
た
め
下
水
道
に
未

接
続
の
方
に
対
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
ま
し
た
。
平
成
十
八
年
度
末
に
は
坂
部

処
理
分
区
・
東
部
処
理
分
区
の
方
を
対
象

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
結
果
は
下

記
の
グ
ラ
フ
の
と
お
り
で
す
。
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

未
接
続
の
回
答
理
由
と
し
て
最
も
多

か
っ
た
「
経
済
的
な
問
題
」
に
対
し
、
町

で
は
「
水
洗
便
所
改
造
資
金
融
資
あ
っ
せ

ん
制
度
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
町

指
定
金
融
機
関
に
融
資
の
依
頼
と
利
子
補

給
を
行
う
も
の
で
す
。
利
用
す
る
た
め
の

要
件
と
し
て
「
供
用
開
始
後
三
年
以
内
の

地
区
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
阿
久

比
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
上

下
水
道
課
下
水
業
務
係
ま
で
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
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　私たちが毎日生活のために使う水
（台所・風呂・水洗便所・洗濯な
ど）は、下水となってパイプを通り、
公共下水道本管へ流れこみます。 

排水設備工事は指定工事店で
　下水道指定工事店とは、下水道に関する法律や条令の基準にあった排水設備工事を施工するために必要な技術を習得して、
工事に必要な手続きを皆さんに代わって行うことができる、町が指定した業者です。
　スムーズに排水設備工事を行うために、下水道指定工事店制度を採用しています。
　排水設備工事を行う際は、必ず指定工事店（次ページの一覧表に掲載）に申し込んでください。
□問い合わせ先　上下水道課下水業務係　�（４８）１１１１ （内３５０・３５１・３５２）
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項目２：未接続の理由 項目１：便所の種類 
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２％ 
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水洗便所 
くみ取り便所 
未回答 

経済的な問題 
建替等予定 
借地、借家等 
工事申請中 
空家 
家屋が老朽化 
地形的問題 
相続、境界等 
すでに接続済 
その他 
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・・・ ・・・ ・・・ 

阿
久
比
町
の
水
洗
化
率
八
二
・
二
パ
ー
セ
ン

ト（
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
現
在
）


